
このセミナーは厚⽣労働省からの委託事業で運営している、仙台市雇⽤労働相談センターが主催しております。
雇⽤のルールに関する労使双⽅の不安や疑問を専⾨スタッフ（弁護⼠・社会保険労務⼠）が当番制で常駐しており、
全て無料で相談できます。来所・電話・オンライン・LINE・メールで相談が可能です。����������
����

仙台市雇⽤労働センター主催セミナー�in�YUI�NOS�仙台市雇⽤労働センター主催セミナー�in�YUI�NOS�第2回第2回

弁護⼠が教える、労働法のセミナーを開催します
参加者には１F�『PICKS』のコーヒー・紅茶を無料サービス！
飲みながら気軽に学べるセミナーに参加してみませんか？

弁護⼠が教える、労働法のセミナーを開催します
参加者には１F�『PICKS』のコーヒー・紅茶を無料サービス！
飲みながら気軽に学べるセミナーに参加してみませんか？

https://sendai-elcc.mhlw.go.jp/seminar/seminar1564/
お申し込み

講師 ⽩⼾ 祐丞

『これだけは押さえたい！労働法の基礎知識』
18:30-19:30

(開場�18:00)
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会場:��仙台市⻘葉区中央4-4-19�アーバンネット仙台中央ビル２F�
   YUI�NOS�コワーキングスペース内
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⽇時:�2025年�3⽉26�⽇(⽔)�18:30∼19:30�(開場18:00）
   【1部】ミニセミナー  【2部】Q＆Aコーナー
    ◆セミナー終了後に弁護⼠が個別のご相談も伺います。
   

参加費:�無料（事前申し込みが必要です）※定員:�20名
登録⽅法:�下記のウェブサイトからお申し込み
主催：仙台市雇⽤労働相談センター
共催：株式会社ATOMica 後援：仙台市
お問い合わせ先：仙台市雇⽤労働相談センター（仙台ELCC）
仙台市⻘葉区中央1-3-1�AER7階 アシ☆スタ交流サロン内
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弁護⼠
�

弁護⼠法⼈�杜協同法律事務所�所属
仙台雇⽤労働相談センター相談員

 受付時間�9:00∼17:00
（⼟⽇、祝⽇、年末年始を除く)

※当⽇はYUI�NOSコワーキングスペースご契約者以外の⽅も
���セミナー参加の⽅は無料で⼊室が可能です。

無料セミナー情報が届く！LINE友だち登録はこちら↓

労働法をご存じですか？
労働基準法や労働契約法といった「雇⽤の基本ルール」にはどのような注意点があるのでしょうか？
このセミナーを通じて、創業時期の企業は労働法の基本的な知識を⾝につけ、適切な労務管理を⾏うための
基礎を築くことができます。
また、従業員の権利を守り、法令遵守の重要性を理解することで、健全な企業運営を⽬指すことができます。
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仙台ELCCホームページ セミナー情報よりお申込みください

仙台ELCC公式Instagram・Xのフォローもぜひお願いします！

☎�070-3811-9119

雇⽤や労務のお悩みは、当センターにご相談ください！雇⽤や労務のお悩みは、当センターにご相談ください！

事業主・労務管理者なら
知っておきたい！自分を守る！盾になる！
事業主・労務管理者なら
知っておきたい！自分を守る！盾になる！

【こんな⽅におすすめ！】
新たに起業された⽅。スタートアップの⽅。いまは個⼈事業主やひとり会社で、いずれは採⽤も考えている⽅。
企業の労務担当者の⽅や、新たにリーダーや主任などの管理職になり労務の基礎を知りたい⽅。
テーマにご興味を頂いた⽅はどなたでも⾃由に参加いただけます。

弁護⼠法⼈杜協同法律事務所において、主として使⽤者側の⽴場で、
⼈事労務に関する相談、契約書作成・リーガルチェック、個別労働紛争
（交渉、法的⼿続）、ハラスメント研修に携わってきました。
労務案件のほか、会社法、知的財産法、下請法、独禁法、消費者法等の
各分野に関する対応やM&A案件等、事業を展開するうえで⽣じる様々
な問題に取り組んでいます。
労働紛争の予防からトラブル発⽣時の解決まで、適切かつ迅速な対応が
できるよう⽇々研鑽を深めております。


